
1 

 

 

 

 

  修学支援新制度による授業料等減免制度は、2020 年４月に施行された「大学等における修学支援の

ための法律」に基づき、給付奨学金と併せて実施される減免制度です。申請を希望される方は、案内を

熟読のうえ、必ず期限内に全ての書類を誤りなく提出してください。 

 

 

１ 免除対象者 

  認定要件を全て満たしている者（詳細については、３・４頁をご覧ください。） 

 

２ 減免額 

  対象となった場合、納付すべき当学期授業料等を以下のとおり減免します。 

区分 減免額算定基準額 減免額 

第Ⅰ区分 100 円未満 全額（267,900 円） 

第Ⅱ区分 100 円以上～25,600 円未満 2/3 減免（178,600 円） 

第Ⅲ区分 25,600 円以上～51,300 円未満 1/3 減免（89,300 円） 

 

３ 申請方法等 

  ・申請方法 提出書類を全て揃えて、申請場所にて提出してください。 

  ・申請期間 2020 年４月２０日（月）～５月２２日（金） （土日・祝日を除く。） 

  ・申請場所 本部棟 1 階学生支援室 学生支援グループ （窓口取扱時間 8：30～18：00） 

 

４ 提出書類 

提出書類 注意事項 

① 授業料等の対象者の 

認定に関する申請書（A 様式１） 
全員 

記入漏れ、押印漏れのないようにすること。給付奨学金の申請

を行っていない者は、原則先に給付奨学金の申請をすること。 

② 長３サイズの封筒（結果返信用） 
長３ｻｲｽﾞ（23.5×12cm）を用意して、84 円切手を貼り、結果

送付先の住所・氏名（本人又は保証人）を記入すること。 

③ 給付奨学金採用候補者決定通知のコピー 
予約採用 

候補者 

 

④ 申請書別紙１ 

（本人及び生計維持者に関する申告） 

該当者 

給付型奨学金の申込を行わない（行えない）方のみ提出してくだ

さい。記入漏れ、押印漏れのないようにすること。 

⑤ 住民票等添付書類 

④の書類を提出する方のみ以下の書類を提出すること。 

・住民票、2019 年度課税証明書【全員】 

・生活保護受給証明書（2019 年 1月 1 日現在）【該当者のみ】 

・児童養護施設等の在籍又は退所証明書【該当者のみ】 

・在留資格及び在留期間がわかる証明書【該当者のみ】 

⑥ 申請書別紙２（編入学・転学の履歴） 
本学に編入学・転学する前に在籍していた学校が２つ以上ある場

合のみ提出すること。 

※ 審査をする上で、上記以外の書類の提出を求めることがあります。 

 2020 年度前期 修学支援新制度による授業料等減免申請の案内 



2 

 

５ 入学金について 

  2020 年４月に入学した学生のみ、入学金も減免の対象となります。 

  なお、法令に定められた額（282,000 円）を上限として減免を行いますので、広島市内の者とそれ 

  以外の者（市外）で納付額が変わってきます。 

区分 減免割合【納付額】 

第Ⅰ区分 全額【市内：0 円 市外：141,000 円】 

第Ⅱ区分 2/3 減免【市内：94,000 円 市外：235,000 円】 

第Ⅲ区分 1/3 減免【市内：188,000 円 市外：329,000 円】 

 

６ 結果通知時期について 

  ・予約採用（高校で給付奨学金申請をした学生）：５月末～６月上旬頃 

  ・在学採用（４月で新規に給付奨学金等の申請をした学生）：７月頃 

  納付すべき授業料等がある場合（2/3減免、1/3 減免、不認定）には、結果通知と併せて納付書を 

  送付しますので、期限内に納付してください。 

【重要】申請を行った方は、申請結果が通知されるまで絶対に授業料の納付を行わないでください。 

 

７ 継続願について 

減免認定対象者となり、次の学期（2020 年度後期）以降も授業料等減免を希望される場合は、「継続

願」の提出が必要となってきます。継続願を期限までに提出しなかった場合はその学期の授業料等は減

免されませんので、必ず提出するようにしてください。（詳細については、４・５頁をご覧ください。） 

【2020 年度後期 授業料等減免のための継続願申請期間 ８月～９月頃】 

（※詳細な日程については、申請期間が近くなった際に掲示版やデジタルサイネージ、HP 等で周知し

ますので、各自確認してください。） 

 

８ 家計が急変した場合について 

  2019 年１月以降に予期できない事由（詳細は６頁をご覧ください。）で家計が急変した方（世帯）は、

減免認定対象者となる場合があります。まずは、学生支援グループまで相談に来てください。 

 

９ 減免の取消について 

  虚偽の申請、その他不正な手段により授業料等減免を受けた場合、学年の始期に遡って認定の効力が 

  失われます。（詳細については、６頁をご覧ください。） 

 

10 広島市立大学の授業料減免制度の併用申請ついて 

修学支援新制度による授業料減免と、広島市立大学の授業料減免制度を併用して申請することはできま

せん。なお、修学支援新制度による授業料減免が不認定だった場合は、学生支援グループへ相談に来て

ください。 

 

11 個人情報保護について 

  授業料等の対象者の認定に関する申請書及び添付書類の情報は、授業料等減免認定の目的で利用しま

す。また、今後の授業料等減免制度の検討のため、統計資料の作成に利用する場合がありますが、作成

に際しては個人が特定できないように処理します。 
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１．対象者について 

  以下の要件を全て満たしている学部生が対象となる。 

  なお、日本学生支援機構給付奨学金と認定要件は同じなので、採用候補者決定通知を受け取っ

ている新１年生は、既に対象者要件を満たしている。 

 

  ① 国籍・在留資格に関する要件 

    次のいずれかに該当していれば要件を満たしている 

     □日本国籍を持っている者 

     □特別永住者として日本に在留する人 

□永住者として日本に在留する人及びその配偶者  

     ※在留資格「留学」はこの制度の対象外となる。 

 

② 大学等へ進学するまでの期間に関する要件 

    次のいずれかに該当していれば要件を満たしている。 

□高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、大学等に入学した日までの

期間が２年を経過していない 

   例）201８年３月に高校を卒業 → 2020 年度末までに大学へ入学すれば対象 

        2017 年３月に高校を卒業 → 2019 年度末までに大学へ入学すれば対象 

      

      □高校卒業程度認定試験資格取得年度の初日から認定試験合格の日までの期間が５年

を経過していない人で、合格した年度の翌年度の末日から大学へ入学した日までの

期間が２年を経過していない 

         例）16 歳となる 201４年度から５年を経過していない 201６年度に認定試験を合

格し、201９年度末までに大学へ入学した人 

 

  ③ 学業成績等に関する要件 

    【入学後１年を経過していない者（新１年生）】 

     次のいずれかに該当すれば要件を満たしている。 

      □高校等の評定平均値が 3.5 以上であること 

      □入学試験の成績が上位２分の１以上であること 

      □高校卒業程度認定試験の合格者であること 

      □学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること（学修計画書の提出） 

 

    【入学後１年を経過している者（２年生以降）】 

    次のいずれかに該当すれば要件を満たしている。 

      □GPA 等の順位が上位２分の１以上であること 

      □修得単位数が標準修得単位数（※）以上であること 及び 

       学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること（学修計画書の提出） 

     （※標準単位数の目安：卒業必要単位数÷修業年限×申請者の在籍年数） 

【修学支援新制度による授業料等減免制度について】 
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 ④ 家計の経済状況に関する要件 

    次のいずれにも該当すれば要件を満たしている。 

     □本人及び生計維持者（父母等）のそれぞれについて、以下の算式により算出された額

を合算した額（減免額算定基準額）が下表のいずれかの区分に該当すること。 

     

 【算式】市町村民税の所得割の課税標準額×６％－（調整控除額＋税額調整額） 

      

 

 

 

 

    なお、収入に関する計算は日本学生支援機構が提供している「進学資金シミュレーター」

で対象となるかどうかを大まかに調べることができる。 

    【HP リンク】https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/ 

 

 

     □資産（現金・預貯金・有価証券等）の合計額が、以下の基準額に該当すること 

      ・生計維持者が２人：2,000 万未満 

      ・生計維持者が１人：1,250 万未満 

     ※資産の確認については申請者の自己申告によるものになる。 

 

２．継続願について 

  授業料等減免対象者となり、次の学期以降も授業料減免を希望する場合は、「対象者の認定に 

関する申請書」ではなく、「認定の継続に関する申請書（以下、「継続願」とする。）」を提出す

る必要がある。 

 

継続願の申請期間は以下のとおりを予定している。 

・10 月以降（後期）の授業料減免を希望する → ８月～９月頃 

・４月以降（前期）の授業料減免を希望する   → ２月～３月頃 

  なお、詳細な申請期間は各申請期間の直近に、掲示板、デジタルサイネージ及び HP 等で周知

を行う予定である。 

 

  また、継続願については以下のことに注意する必要がある。 

  ・提出期間中に継続願を学生支援グループまで提出しなかった場合、修学支援新制度による 

支援が「停止」することになり、継続願の提出がなかった学期の授業料は減免されない。 

ただし、その次の継続願提出期限内に継続願を提出すれば、その次の学期から減免が再開さ 

れる。（提出がなかった学期の授業料は遡って減免されない。） 

   

・10 月に家計要件の再判定をするため、前期と後期で区分に変更がある場合がある。 

 なお、後期と次年度前期の区分判定は同じとなる。 

   例）2020 年前期：第Ⅱ区分 → 2020 年後期：第Ⅲ区分 → 2021 年度前期：第Ⅲ区分 

区分 減免額算定基準額 減免額 

第Ⅰ区分 100 円未満 全額（267,900 円） 

第Ⅱ区分 100 円以上～25,600 円未満 2/3 減免（178,600 円） 

第Ⅲ区分 25,600 円以上～51,300 円未満 1/3 減免（89,300 円） 
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  ・３月に学業成績要件の再判定をするため、次年度は減免対象者とならない場合がある。 

   ※なお、「対象者の認定に関する申請書」提出の段階で「廃止」の区分に該当する場合は、

支援の対象とならないことに留意すること。 

 

 

３．支援の停止について 

  休学をする場合や、家計要件がどの区分にも該当しなかった場合は支援の「停止」となる。復

学する場合や、家計要件で再度区分に該当するようになった場合は支援の停止が解除されて、

再度支援（授業料減免等）を受けることができる。 

 

  その他理由により、本人から支援の停止を希望する場合は「支援停止申請書」を学生支援グル

ープに提出することで支援を停止することができる。再度支援を受けたい場合は、「停止解除

（支援の再開）申請書」を提出することで、可能となる。 

どちらの申請書も学生支援グループで配付している。 

 

  なお、減免対象者が学期途中で「休学」した場合、学期途中で支援が「停止」となるので、停

止する月から学期末までの授業料を納付する必要がある。追加で発生した授業料を納付しない

場合は、学則第 44 条第２号に伴い、「除籍処分」となるので注意が必要である。 

  例）第Ⅰ区分の減免対象者が７月１日から休学した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※本人が、学期途中が始期の「支援停止申請書」を提出した場合も同様。 

区分 学業成績の基準 

廃止 次のいずれかに該当し、なお災害等やむを得ない事由があると認められないとき 

・修業年限で卒業又は修了できないことが確定したとき 

・修得した単位数の合計数が標準修得単位の５割以下 

・学修意欲が著しく低い状況にあると認められること 

・「警告」の区分に該当する学業成績を連続して該当した 

 

警告 次のいずれかに該当し、なお災害等やむを得ない事由があると認められないとき 

・修得した単位数の合計数が標準修得単位の６割以下 

・GPA 順位等が下位４分の１の範囲に属する 

・学修意欲が低い状況にあると認められること 

 

月 休学なしの場合 休学した場合 

４月 0 円 0 円 

５月 0 円 0 円 

６月 0 円 0 円 

７月 0 円 44,650 円（267,900÷6） 

８月 0 円 44,650 円 

９月 0 円 44,650 円 

133,950 円を別途納付

する必要がある 
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４．支援の廃止（認定の取消）について 

  虚偽申告等不正の手段で授業料減免を受けたり、懲戒として退学又は停学を受けたりした場合

は授業料減免認定を取消されることになる。さらに、不正が行われた日の属する学年の始期か

ら認定取消までの間に減免された授業料等を支払わなければならない。 

 

  また、３月に判定される学業成績要件で「廃止」の区分に該当すれば、同様に認定取消となる。 

 

  なお、授業料等減免対象者は「転入学等の場合を除き、過去に一度も減免対象者になったこと

がない者」が選考条件になるので、一度でも認定取消となった場合は二度と修学支援新制度に

よる授業料減免を受けることができなくなる。（家計急変の場合も含む） 

 

 

５．家計急変の場合について 

  家計急変の事由は以下のとおりで、右欄に掲げる証明書類を提出できる場合が対象となる。 

  

  家計急変の場合は新規採用（在学採用）と異なり、随時受け付けている。 

  ただし、原則急変事由が発生してから３カ月以内の申込が必要となる。 

  家計急変の事由が発生したと思われた場合、すぐに学生支援グループへ相談をすること。 

 

 

(問い合わせ先) 

                                  広島市立大学 学生支援室 学生支援グループ 

 

〒731-3194 広島市安佐南区大塚東３丁目４番１号 

TEL：082-830-1522 

E-mail：gakusei@m.hiroshima-cu.ac.jp 

 

事由 証明書類 

●生計維持者が死亡 ・戸籍謄本（抄本） 又は 

・住民票（死亡日記載） 

●生計維持者が事故又は病気で半年以上、 

就労が困難 

・医師による診断書 及び 

・雇用主による病気休職に係る証明書 

●生計維持者が失職 

（解雇等非自発的失業に限る） 

・雇用保険受給資格者証 又は 

・雇用保険被保険者離職票 

●生計維持者が震災、火災、風水害等に被災し

た場合で、かつ次のいずれかに該当 

・上記３つの事由のいずれかに該当 

・被災により生死不明、行方不明、就労困難な

ど世帯収入を大きく減少させる事由が発生 

・罹災証明書 


